
幼稚園・認定こども園希望  認可保育所希望 教育のみ利用希望保育利用希望

子ども・子育て支援新制度
（選べる保育施設・事業が増えます）

　◇新制度では、幼児教育・保育の機能を併せ持

つ「認定こども園」を拡充させるほか、小規模な保

育施設などを増やすことが予定されています。

＜保育を利用するための要件の変更＞

新制度では、保育を利用するための要件に

〈１〉パートや夜間就労などをしている〈２〉求職活動

中〈３〉就学中である――などが新たに加えられま

したが、大阪市では、これまでも、保育所を利用す

るためのこれらの要件を認めてきましたので、保育

要件に関しては大きな変更はありません。

＜入所手続きの変更＞

現 行 新 制 度

園に申し込み

区役所に申し込み

入園 保育に欠けるかどうか判断

基本的な要件

昼間の常態的な就労
疾病や障害
妊娠・出産
同居家族の介護

入園を希望する
幼稚園・認定こども

園に申し込み

「保育認定」

区役所に申し込み

＋

保育の必要性の認定を申請

これまでの要件
＋

新しい要件

平成27年度から始まる
子ども・子育て支援新制度について

(保育所を通じての場合もあります) (保育所等を通じての場合もあります)

教育認定

入園内定後、
園を通じて大阪市
に認定申請

参考 ５

要件 理由 点数

月２０日以上かつ 100

週４０時間以上又は～

・・・・・

月１６日以上かつ 70

週１６時間以上又は～

６カ月以上の入院または～ 100

・・・・・

疾病などにより保育に支障 50

など

保育利用を希望する場合

大阪市に保育の必要性の認定を申請し、保護

者の就労状況などを見て保育が必要と認定さ

れた場合（要保育認定）は、保護者の希望を踏

まえ、入所が可能な施設を調整します。

教育のみ利用を希望する場合

施設に直接申し込んで、施設を通じて支給認

定を受けた後、施設を利用します。

●この文書での「保育」とは、
改正後の児童福祉法第六条の三第七項に規定する保
育をいいます

●この文書での「教育」とは、
教育基本法第六条第一項に規定する法律に定める学
校において行われる教育をいいます

入所選考基準(一例）

就労
(家庭
外）

疾病
など

昼間の常態的な就労
疾病や障害
妊娠・出産
同居家族の介護

入園

入所

認可外保育施設利用など

※1認定こども園認可保育所 ※2地域型
保育事業 ※3幼稚園

保育(＋教育)
（３～５歳）

保育

（０～２歳）

教育

（３～５歳）

入所できず

希望に基づき区役所が調整

新しい要件

※1 幼保連携型については、現行の、保育所と幼稚園が併設した施設ではなく、新制度におい
ては、学校教育・保育を提供する一体的な施設として位置付け。

※2 定員が20人未満の小規模保育や事業所内保育など、現行では認可外の保育施設。
新制度では、基準を満たして市の認可・確認を受ければ、給付の対象となる。

要件に該当し、かつ、同居の

親族等が保育できないと認め

られること

同居の親族等が保育できる場合、

入所の優先度の調整等があります

教育認定

※3 新制度に移行しない幼稚園の場合、認定申請手続き等は不要。

Ver1.1



Ver2.0

子ども・子育て支援新制度にかかる「現行施設等の選択肢」について

保育所 保育所

保育所型認定こども園

幼稚園型認定こども園

地方裁量型認定こども園

認定こども園

現行制度 新制度施行後

市認可、厚労省:保育所運営費

保育所：市認可、 厚労省:保育所運営費
幼稚園：大阪府認可、

文科省 私学助成＋就園奨励費

現在も４類型あるが、市内には幼保連携型

・幼稚園型の２類型が設置されている

幼保連携型認定こども園

市認可

市認可

保育所：市認可、府認定

幼稚園：府認可、府認定

※１ 学校及び児童福祉施設

保育所＋幼稚園機能

幼稚園＋保育所機能

保育所＋幼稚園 新
制
度

事業者から見た移行に伴う影響等

幼稚園、保育所としての法的位置づけがなくなる

（一つの認可で学校・児童福祉施設の

法的位置付けを持つ単一施設）

運営面からは現行と同様の制度である

幼保連携型よりも設備等は緩い基準である

児童福祉法上の保育所である

幼保連携型よりも設備等は緩い基準である

学校教育法上の幼稚園である

幼稚園、保育所双方の認可がないタイプであり、大

●どの施設・事業を選ぶか等

は設置者の判断

幼稚園

認可外保育施設

幼稚園(新制度参入しない）

認可外保育施設

地方裁量型認定こども園

文科省 私学助成＋就園奨励費

幼稚園：大阪府認可、文科省 私学助成＋就園奨励費

一部の保育ママ等を除き、公費支出等

認可なし、府認定

幼稚園(新制度参入）

地域型保育事業
市認可

府認可

新制度へ参入しない施設は現行どおり

※３ 定員が２０人未満で基準を満たした、現行

保育ママ等の保育施設が該当

（備考）
※１ 選択肢として、認定を返上し保育所、

幼稚園としての選択も可能。

※２

※２ 選択肢として、保育所、地方裁量型認定

こども園もありえる。

幼稚園：大阪府認可

文科省 私学助成＋就園奨励費

公費支出等なし

幼稚園機能＋保育所機能

※３

新
制
度
外

現行の認可外からの移行では、安定財源が見込め

るが、保育料は市町村が定め、応諾義務が生じる

幼稚園、保育所双方の認可がないタイプであり、大

阪市内では想定されないものである

保育料は市町村が定め、応諾義務が生じる

学校教育法上の幼稚園である

利用者は市の認定を受ける必要がる

現行制度のままである

私学助成等は『裁量的』経費であり不安定な財源

とされている


